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○歳入の収納の事務の委託………………………………（会計課）１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　告　　　示
○急傾斜地崩壊危険区域の指定（２件）………………（砂防課）１

告　　　　　示

宮崎県告示第96号
　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第
57号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区
域に指定する。
　　令和６年２月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　城山－２の１地区
　⑴　区域の表示
　　　次に掲げる土地に存する標柱１号から標柱10号までを順次結
　　んだ線及び標柱１号と標柱10号を結んだ線により囲まれた土地
　　の区域
　⑵　標柱の表示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第97号
　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第
57号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区
域に指定する。
　　令和６年２月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　城山－２の２地区
　⑴　区域の表示
　　　次に掲げる土地に存する標柱１号から標柱６号までを順次結
　　んだ線及び標柱１号と標柱６号を結んだ線により囲まれた土地
　　の区域
　⑵　標柱の表示

標柱番号 標 柱 の 存 す る 土 地
１ 児湯郡木城町大字高城字町1297番地先道路敷
２ 　〃　  〃　 　〃　 字城山3714番
３ 　〃　  〃　 　〃　   〃　3714番
４ 　〃　  〃　 　〃　   〃　3753番
５ 　〃　  〃　 　〃　   〃　3760番１
６ 　〃　  〃　 　〃　   〃　3756番
７ 　〃　  〃　 　〃　 字城下1395番１地先道路敷
８ 　〃　  〃　 　〃　   〃　1317番
９ 　〃　  〃　 　〃　   〃　1322番
10 　〃　  〃　 　〃　 字城山3714番地先道路敷

標柱番号 標 柱 の 存 す る 土 地
１ 児湯郡木城町大字高城字洗ノ元3699番２
２ 　〃 　 〃　 　〃 　字城山3751番１　　
３ 　〃 　 〃　 　〃 　  〃　3719番
４ 　〃 　 〃　 　〃 　  〃　3720番３
５ 　〃 　 〃　 　〃 　字諏訪野3681番４
６ 　〃 　 〃　 　〃 　   〃　 3687番２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第98号
　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 158条第１項及び第
 158条の２第１項の規定により、歳入の収納の事務を次のとおり委
託した。
　　令和６年２月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

委 託 し た
収 納 事 務 委　託　先 委　託　期　間

使用料、手
数料、賃貸
料、物品売
払代金、分
担金及び不
動産売払代
金のうち知
事が定める
もの

地銀ネットワークサービ
ス株式会社
株式会社しんきん情報サ
ービス
株式会社セイコーマート
株式会社セブン－イレブ
ン・ジャパン
株式会社ファミリーマー
ト
株式会社ポプラ
ミニストップ株式会社
山崎製パン株式会社
株式会社ローソン

令和５年４月１日から
令和６年３月31日まで

ＰａｙＰａｙ株式会社
ビリングシステム株式会
社

令和５年５月１日から
令和６年３月31日まで
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